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（仮訳） 

日本とベトナムの広範な戦略的パートナーシップの深化に関する共同声明 

 ２０１７年６月６日 

安倍晋三日本国総理大臣の招待を受け，グエン・スアン・フック・ベトナム社会主義共和国

首相は日本国を公式訪問した。２０１７年６月４日から８日までの日本滞在中，フック首相

は，天皇皇后両陛下による御引見を受けたほか，安倍晋三総理大臣との首脳会談を行い，日本

の政界及び経済界関係者と面会した。また，同首相は安倍総理と共に「ベトナム投資カンファ

レンス」に出席し，講演を行った。さらに，フック首相は，関西地方のいくつかの府県を訪問

した。 

日ベトナム関係の発展 

１．両首脳は，２０１４年に「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナー

シップ」に格上げされて以来，両国関係が，全ての分野において力強く，包括的かつ実質的に

発展していることに満足の意を表明した。両国ハイレベルの相互往来及び接触の定期的な実施

が，両国間の政治的な相互信頼の強化に貢献している。二国間の経済・貿易・投資関係は格段

に拡大し，両国経済の連結性を促進することに寄与している。防衛及び安全保障，農業，科学

技術，教育及び人材育成，環境，気候変動対策，労働，建設，情報，保健，文化，観光，スポ

ーツといった分野での協力，また地方自治体間及び国民間の交流は実質的に進展ししている。 

２．安倍総理は，ベトナムが過去３０年間のドイモイ政策の実施により達成した社会・経済

発展及び国の更なる工業化及び近代化のための「成長モデルの刷新とリンクした経済の再構

築」へのベトナムの取組を高く評価した。フック首相は，アベノミクスの実施が日本経済にも

たらした成果を高く賞賛し，日本経済の成長が地域及び世界経済の発展に確実に貢献すること

を確信する旨述べた。 

３．フック首相は，ベトナムに対する最大の政府開発援助（ＯＤＡ）供与国であり，ベトナ

ムの持続可能な社会・経済発展及び貧困の削減のために効果的な支援を行った日本に対して，

謝意を表明した。同首相は，ベトナムの経済発展及び国家建設における日本企業が積極的な役

割及び貢献を果たしていることを高く評価した。両首脳は，日本のＯＤＡプロジェクトの円滑

な実施を阻む課題を解決するために協力する意図を共有した。 

４．両首脳は，日本とベトナムが戦略的利益を共有する重要なパートナーであることを強調

した。両首脳は，両国が広範な戦略的パートナーシップを更に深める好機を有していることを

確認した。フック首相は，日本が引き続きベトナムにとり最大かつ長期的なパートナーである

ことを強調し，引き続き国際的及び地域的諸課題において積極的かつ建設的な役割を果たし続

けることを望んでいる旨述べた。安倍総理は，ベトナムが国際的及び地域的諸課題でますます



 

2 

重要かつ積極的な役割を果たしていることを高く評価し，日本がその対アジア太平洋外交にお

いてベトナムを重視していることを再確認した。 

５．両首脳は，政治的信頼の更なる強化，協力枠組みの改善，経済連結性の促進，人材育成

に係る協力強化並びに地域的及び国際的諸課題についての緊密な連携を通じ，両国関係を包括

的かつ広範な形で促進する決意を再確認した。両首脳は，多国間の枠組みを含め，ハイレベル

の指導者，政党，議員間の頻繁な訪問及び接触を引き続き実施することで一致した。 

訪問中，双方は，省庁間，地方自治体間及びビジネス関係者間で数多くの協力枠組みに署

名した。 

  

政治，防衛及び安全保障関係 

６．両首脳は，防衛及び安全保障分野の協力強化，効果的な対話メカニズムの維持・強化並

びに様々なレベルでの代表団の交流促進への期待を共有した。両首脳は，人道支援及び災害救

援能力構築における協力，国連平和維持活動への参加並びに防衛装備品・技術，情報技術及び

人材育成での協力を，適切な場合に促進する意図を共有した。両首脳は，ベトナム側の具体的

な要望を踏まえ，地雷・不発弾処理及びダイオキシン除去を通じた戦争被害の克服における協

力の可能性につき引き続き検討する。 

７．両首脳は，サイバーセキュリティ，サイバー犯罪対策，国際的テロ及び国境を越える犯

罪を含む非伝統的な安全保障面での課題に対応するための協力を強化する意図を確認した。 

８．両首脳は，両国の海上保安庁による情報交換及びアジア海賊対策地域協力協定（ＲｅＣ

ＡＡＰ）の下での両国の海上保安庁による情報交換を通じたものも含め，捜索救助や海賊対策

等の海上安全保障分野の協力を強化するコミットメントを強調した。安倍総理は，人材育成を

含むベトナムの海上法執行能力向上のための支援を行うことをプレッジした。フック首相は，

中古船及び新造巡視船の供与並びに防衛能力構築支援を含む日本によるベトナムの海上法執行

能力向上のための支援を高く評価し，日本の海上自衛隊艦船及び海上保安庁巡視船がベトナム

法に従ってベトナムを訪問することを歓迎した。 

９．双方は，大量破壊兵器の拡散に対抗するための武器輸出管理の重要性につき見解を共有

した。 

 

経済，貿易，投資，エネルギー協力 

１０．両首脳は，２０１５年の「日ベトナム関係に関する共同ビジョン声明」に述べられて

いるように，経済発展戦略，生産能力及び人的資源を相互に補完的かつ補強的並びに互恵的な
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形で連携させていくことに焦点を当てて，二国間の経済の連結性を強化するために緊密に協力

する意図を共有した。 

１１．両首脳は，日越協力委員会，日ベトナム工業貿易エネルギー協力合同委員会及び日ベ

トナム農業協力対話，ＯＤＡ，投資，労働，科学技術，司法，環境，建設等の分野で継続中の

他の対話メカニズムといった既存の対話メカニズムを最大限活用して緊密な協力を行う意図を

共有した。また，両首脳は，２０１７年６月５日に開催された「ベトナム投資カンファレン

ス」の成果を高く評価した。 

１２．両首脳は，二国間の貿易協力を促進し，２０１４年から２０２０年の間に双方向の貿

易及び投資を二倍にするとの目標を実現するべく努力する意図を共有した。 

１３．ベトナムの経済発展が地域にとって極めて重要であることに留意し，安倍総理はベト

ナムの持続的経済発展に対し，質の高いインフラ開発，エネルギー，気候変動対策，人材育成

での協力を通じて，引き続き力強く支援していく旨表明した。両首脳は，今回，２０１６会計

年度にプレッジされた約１，００３億円の４件の有償資金協力案件，具体的には，海上保安能

力強化計画，ベンチェ省水管理計画，ビエンホア市下水排水処理施設計画（第１ステージ）及

びホアラック科学技術都市振興計画（第２期）の４件の交換公文，及び防災・人材育成といっ

た分野の３件の無償資金協力，並びにホアラック科学技術発展プロジェクトの借款契約（Ｌ

Ａ）の署名を歓迎した。 

１４．両首脳は，日本側が南北高速道路や都市鉄道を含む質の高い，大規模かつ重要な国家

的インフラ事業を加速させる支援を提供するとの見解を共有した。両首脳は，ホアラック科学

技術都市振興計画の実施につき引き続き協力していくことを確認した。また，両首脳はハノイ

（ベトナム）・ビエンチャン（ラオス）を結ぶ高速道路計画につき議論を継続する。ベトナム

側は，ロンタイン空港，ベンタイン地下街，ビンズオン省ＢＲＴ（バス高速輸送システム）整

備事業への日本企業の参画の意思を歓迎した。 

１５．両首脳は，日本産のかんきつ類並びにベトナム産ライチ及びリュウガンの輸出解禁に

向けた手続を円滑にするために努力し，農産品の地理的表示の保護において協力する意思を確

認した。 

１６．日本側は，ベトナム側に対し，「越日協力の枠組みにおける２０２０年に向けたベト

ナム工業化戦略及び２０３０年へのビジョン」に示されているベトナム工業化戦略において選

ばれた６つの産業の実施計画について互恵的な形で支援を行うこと，また効果的な戦略の実施

のための作業部会を組織し，ベトナム工業化戦略にある６つの産業における習熟作業員に訓練

を行うことを検討することを確認した。両首脳は，高効率で環境基準を満たす石炭火力発電所

の建設及び新たな液化天然ガス技術の利用を含め，エネルギー分野における協力を強化するこ

とを確認した。また，両首脳は，石炭火力発電所ＢＯＴ３案件の早期商用運転開始に向けた交

渉の促進に努める。両首脳は，エネルギー節約と送電網開発において協力を強化する。 
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１７．ベトナム側は，完成車（ＣＢＵ）の国内生産を維持及び拡大する目的を優先事項とし

て，世界貿易機関（ＷＴＯ）協定と整合性のある具体的かつ力強い手段を検討し，実現する。

両首脳は，作業部会を設置し，本年末までにこれらの手段を取り入れた具体的な行動計画を策

定する。日本側はベトナムの自動車及び裾野産業への支援を確認した。 

１８．両首脳は，投資環境及び法制度の改善並びに企業による情報開示の確保を伴うベトナ

ムの国有企業のガバナンスの強化及び再編に関する日越共同イニシアティブ第６フェーズの実

施を通じてベトナムの投資環境を改善するために緊密に協力する意図を共有した。両首脳は，

日本企業からベトナムへの更なる投資の促進及び，官民パートナーシップ（ＰＰＰ）事業の促

進への希望を表明した。 

１９．ベトナム側は，日本が原子力の平和的利用における協力パートナーの一つであること

を確認した。 

 

農業，環境，気候変動への対応，科学技術，教育・研修，司法，情報通信技術及び建設 

２０．両首脳は，「日ベトナム農業協力中長期ビジョン」の実施において緊密な協力を継続

し，第４回日越農業協力対話を２０１７年にハイレベルで開催すること，ベトナムにおけるク

リーンでハイテクな農業への日本の投資等の互恵的な協力を検討すること，並びにベトナムの

農林水産業の包括的な発展のための協力を促進していくことを決定した。 

２１．両首脳は，２０１６年から２０２０年までの間の低炭素成長協力のための合同クレジ

ット・メカニズムについての協力覚書の更新を歓迎した。両首脳は，環境，気候変動への対

応，水文気象学及び天然資源並びに環境及び海洋多様性に係る研究・監視についての緊密な協

力を維持する意図を共有した。両首脳はまた，廃棄物規制法令の整備における協力の成果を踏

まえ，廃棄物のエネルギー化利用を含む廃棄物処理に係る協力を促進する意図を共有した。日

本側は，気候変動，干ばつ及び塩水侵入について，ベトナム側と協力して長期的かつ根本的な

解決策を特定するとともに，ＯＤＡの活用も検討しながら，ベトナム側を支援するコミットメ

ントを示した。  

２２．両首脳は，宇宙，感染症を含む医療等の研究分野で一層協力していくことで一致し

た。  

２３．両首脳は，情報通信技術分野，特に，電気通信及びそのサイバーセキュリティ，周波

数並びに郵便サービスに関し，合同作業部会の枠組み等を活用し，協力を促進する意図を共有

した。両首脳は，航空・海上輸送の安全確保のための無線通信の重要性を認識し，短波監視シ

ステムの確立のための協力の可能性についての研究を促進する。 

２４．両首脳は，産業人材育成イニシアティブの下で，並びに日越大学及び「イノベーティ

ブ・アジア」の活用を通じて，人材育成についての協力を促進する意図を共有した。ベトナム
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の行政構造改革及び将来の指導者の育成に向けたベトナムの取組に関し，日本側は，日本の大

学の修士課程・博士課程や日・ベトナム双方における短期・中期の課程を通して，今後５年間

で８００人以上の行政官に対し研修の機会を提供する用意がある。 

２５．両首脳は，日本語教育の強化及び日本式教育の拡大に関し協力し，また，二国間の大

学間交流を促進するとの意図を共有した 

２６．両首脳は，日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）ハノイ事務所の新設を歓迎するととも

に，交換留学に係る協力及び日本への留学情報の提供を促進する。両首脳は，ベトナムにおけ

る職業訓練の質の向上に資する国立高等専門学校機構（ＮＩＴ）ハノイ事務所の設置に向けて

も協力する。 

２７．両首脳は，ベトナム人技能実習生の積極的な制度参加及び技能実習制度に関する協力

覚書への署名を歓迎するとともに，本年１１月に施行される新たな「外国人の技能実習の適正

な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に従って，日本からベトナムへの技能の移転のた

めに技能実習制度を適切に実施していく意図を確認した。両首脳はまた，技能実習の適切な実

施のために緊密に協力するとともに，技能実習制度をめぐる諸問題に対処するための定期的な

事務レベルでの会合を開催のため，緊密に協力する。 

２８．両首脳は，両国間の経済連携協定に基づく看護師及び介護福祉士のベトナム人候補生

の日本への派遣及び日本による受入れについての着実な進展を歓迎するとともに，その円滑か

つ適切な実施に向けて協力する。 

２９．両首脳は，既存の制度及び事業の効果的な実施を通じた法律・司法協力を継続し，刑

事共助及び受刑者の移送についての二国間協定の可能性につき積極的に検討する意図を共有し

た。 

３０．双方は，とりわけ日本のモデルに沿ったエコシティ，スマートシティ及び公共交通指

向型開発の実施を始めとする，都市開発における包括的な協力を強化し，都市のリノベーショ

ン及び開発に係る投資協力を促進し，そして，上下水道及び廃棄物処理に関する技術を移転す

る意図を共有した。 

 

文化，スポーツ，観光，人的交流及び姉妹都市交流に係る協力 

３１．両首脳は，文化協力及び人的交流の増進，それぞれの国の人，文化及び芸術を普及促

進するための交流活動の共催，並びに互いの文化，伝統及び歴史についての相互理解の促進の

ために協力する意思を共有した。双方は，「文化のＷＡプロジェクト」及び日本語教育に沿っ

て，協力と交流を継続するとの願望を共有した。 
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３２．両首脳は， Sport for Tomorrow プログラムの枠組みの下，２０２０年東京オリンピ

ック・パラリンピックに向けた協力を強化するためのスポーツ協力のための協力覚書への署名

を歓迎した。 

３３．両首脳は，それぞれの国の観光市場イニシアティブの強化，技術支援の提供及び労働

技能の開発等の分野における観光協力が，ベトナム観光総局，日本観光庁及び日本政府観光局

（ＪＮＴＯ）の間の覚書に沿って，双方向の観光交流を更に奨励するために促進されるべきで

あるとの見解で一致した。 

３４．両首脳は，両国の地方自治体間の協力における近年の発展を，二国間関係を更に深め

るための実質的な協力の効果的な経路の一つとして高く評価した。安倍総理は，日本の地方自

治体に対し，ベトナムの地方自治体との包括的な協力の設定・強化を奨励し，それにより日本

の自治体からベトナムへの投資と技術移転を促進することを再確認した。 

 

日越外交関係樹立４５周年に向けて 

３５．両首脳は，日越外交関係樹立４５周年を記念する諸活動の成功に向け緊密に協力する

とともに，両国の国民の間の相互信頼及び理解を促進し，未来に向けた友好と協力を促進する

ための堅固な基礎を築くために，ＪＥＮＥＳＹＳや日本・アジア青少年サイエンス交流事業

（さくら・サイエンスプラン）といった人的交流を更に強化していくことを再確認した。 

 

国際的及び地域的フォーラムでの協力強化 

３６．両首脳は，地域及び世界の平和維持，安定，協力並びに開発に対する積極的かつ建設

的な貢献のために，国際連合，アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）及びアジア欧州会合（ＡＳ

ＥＭ）等の地域及び国際のフォーラム並びに東アジア首脳会議（ＥＡＳ），ＡＳＥＡＮプラス

３（ＡＰＴ），日ＡＳＥＡＮ，ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ），ＡＳＥＡＮ防衛大臣会合

プラス（ＡＤＭＭ＋）及び拡大ＡＳＥＡＮ海洋フォーラム（ＥＡＭＦ）等，その他の地域のメ

カニズムでの広範囲にわたる協働及び協力を強化する決意を再確認した。 

３７．ＡＳＥＡＮ共同体の設立を受け，両首脳は，６億人の巨大市場を有するＡＳＥＡＮの

連結性の強化及び，ＡＳＥＡＮ統合イニシアティブ第３次行動計画及びＡＳＥＡＮ連結性マス

タープラン(ＭＰＡＣ)２０２５に対する日本の継続的支援を通じたＡＳＥＡＮ諸国間の格差是

正のための協力を強化する決意を表明した。 

３８．両首脳は，ＡＳＥＡＮ設立５０周年への祝意を表明した。安倍総理は，ＡＳＥＡＮの

中心性，統一性及び一体性を高めるための日本の確固たる支援を再確認した。両首脳は，ＡＳ

ＥＡＮが法の支配に体現された普遍的価値を共有するパートナーとして統合を深めるため，ま
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た，地域における平和，安定及び繁栄を維持するため，日本とＡＳＥＡＮが協力することで一

致した。 

３９．両首脳は，満足の意とともに，日本とメコン地域国との関係における，政治，経済，

開発協力並びに地域の平和，安定及び繁栄の維持等の多様な分野での積極的な成果に言及し

た。両首脳は，質の高いインフラ開発，人材育成，気候変動対策及び水資源管理等の分野にお

ける日メコン協力を更に進めていく意図を再確認した。両首脳は，地域における強固で効果的

な連結性を促進するために，日メコン連結性イニシアティブ及びメコン産業開発ビジョンを更

に促進することで一致した。また，両首脳は，メコン河の持続可能な開発・管理並びに日メコ

ン協力枠組みとメコン河委員会（ＭＲＣ）を始めとする地域及び国際機関の緊密な協力の最大

の重要性を再確認した。 

４０．安倍総理は，２０１７年ＡＰＥＣを成功裏に主催できるようベトナムを包括的に支援

する決意を確認した。両首脳は，地域経済統合の深化，持続可能で革新的かつ包摂的な成長の

促進，食料安全保障及び持続可能な農業の強化，中小企業の競争力，イノベーション，デジタ

ル時代に産業を支える人材育成の強化等の分野における新たなダイナミズムの創出において協

力する。 

４１．世界で反グローバル化や保護主義的な風潮が高まる中で，両首脳は，２０１７年５月

のＧ７首脳声明及び２０１６年のＡＰＥＣ首脳宣言で述べられた自由貿易及び保護主義に関す

る問題につき改めて述べるとともに，自由で公正な貿易と投資は，世界経済の発展にとって重

要な原動力であることを確認し，自由で開かれた貿易及び投資を推進するために協働すること

を決意した。両首脳は，ＡＳＥＡＮのリーダーシップのもと，現代的な，包括的な，質の高

い，かつ，互恵的な合意に早期に達することを目的として，東アジア地域包括的経済連携（Ｒ

ＣＥＰ）についての議論を推進することを決意した。両首脳は，ＲＣＥＰのマーケットアクセ

スのコミット，ルール，協力は地域の経済統合を深化し，サプライチェーンの成長を促進する

ことを認識した。両首脳は，環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）におけるバランスのとれた

成果や戦略的・経済的な重要性は，そのメンバー国のみならず，アジア太平洋地域にとって重

要であることにつき一致した。この考えに基づき，両首脳は，ＴＰＰメンバー間の議論におい

て協力し，包括的かつ質の高い合意を迅速に発効させることで一致した。   

４２．両首脳は，南シナ海における平和と安定及び協力の維持は，地域及び世界の平和，安

定及び繁栄にとって重要な役割を果たすとの認識を共有した。両首脳は，南シナ海において生

じている事態の複雑な動向に対し，深刻な懸念を表明した。両首脳は，関係する当事者に対

し，軍事化を含め，南シナ海において現状を変更し紛争を更に複雑化し又は拡大する一方的行

動の自制を要求し，平和，海洋安全保障・海上安全，航行及び上空飛行の自由，自制，並びに

法的・外交的プロセスの完全な尊重の維持，１９８２年の国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）を

含む国際法に基づいた平和的手段，並びに２００２年の南シナ海における行動宣言（ＤＯＣ）
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全体の完全かつ実効的な履行を通じた全ての紛争の解決，並びに実効的な南シナ海における行

動規範（ＣＯＣ）の早期締結の重要性を強調した。 

４３．両首脳は，共に広大な海洋に面する海洋国家として，航行と上空飛行の自由並びに阻

害されない通商を促進することに対するコミットメントを強調し，法の支配に基づいた自由で

開かれた海洋秩序を維持・強化することが，両国及び国際社会全体の安定と繁栄にとって戦略

的利益の礎であることを強調した。両首脳は，インド太平洋地域全域更にはそれを超えて，安

定し，自由で開かれたルールに基づく秩序を確保することの重要性を強調した。この関連で，

安倍総理は，「自由で開かれたインド太平洋戦略」及び質の高いインフラ投資を含むイニシア

ティブを通じて，ＡＳＥＡＮと地域の連結性を強化するための二国間協力を更に促進する日本

の意図を表明した。また，安倍総理は，「平和安全法制」を含め，国際協調主義に基づく，積

極的平和主義のもと，地域及び国際社会の平和，安定及び繁栄を確保するために更に積極的に

貢献していく考えを表明した。この文脈で，フック首相は，地域及び世界の平和と安定，協力

と発展のための日本の積極的な貢献，並びに地域と世界の平和，発展，協力及び発展のため，

国連憲章及び国際法に沿い，国家の独立及び主権の尊重を基礎とした，経済的繁栄及び海洋の

自由と安全を確保するため建設的なイニシアティブ，法律及び政策を歓迎した。 

４４．両首脳は，北朝鮮による核実験及びミサイルの発射を含む，朝鮮半島における最近の

複雑な事態の進展に対し深刻な懸念を表明した。両首脳は，関連国連安保理決議や ASEANのス

テートメントで示された立場を改めて表明するとともに，緊張をエスカレートする可能性のあ

る行為を自制し，決議２３５６号を含む関連国連安保理決議の下の義務及び２００５年の六者

会合共同声明のもとでの朝鮮半島の非核化に向けたコミットメントを全面的かつ真剣に遵守す

る必要性を強調した。両首脳は，朝鮮半島の平和，安定及び非核化を支持した。両首脳は，拉

致行為に反対し，国際社会の人道上の懸念である拉致問題の即時解決のために協力を強化する

ことで一致した。 

４５．両首脳は，国際の平和及び安全のための協力を促進することで一致するとともに，国

連安保理を２１世紀における国際社会の現実より即したものとし，その正統性，実効性，代表

性及び透明性を高めるための国連安保理改革の重要性を再確認した。その上で，政府間交渉に

おける具体的進展に向けた取組を通じた同改革の早期実現に向けて積極的に協力することで一

致した。両首脳はまた，国際的なフォーラム及び機関における協力を促進し，国際機関におけ

る選挙において互いを支持することを前向きに検討することを決定した。フック首相は，日本

の国連安保理常任理事国入りを引き続き支持する意思を改めて表明した。  

４６．両首脳は，鯨類を含む海洋生物資源の持続可能な利用の重要性を強調した。ベトナ

ム側は，国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）への早期加入に向けて積極的に検討し必要な手続をとって

いることを伝達した。 


